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〇
経
済
産
業
省
令
第
四
号

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
発
電
用
火
力
設
備
に
関
す
る

技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

経
済
産
業
大
臣

赤
澤

亮
正

発
電
用
火
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

発
電
用
火
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
四
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
四
条
）
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第
二
章

ボ
イ
ラ
ー
等
及
び
そ
の
附
属
設
備
（
第
五
条

第
二
章

ボ
イ
ラ
ー
等
及
び
そ
の
附
属
設
備
（
第
五
条

―
第
十
一
条
）

―
第
十
一
条
）

第
三
章

蒸
気
タ
ー
ビ
ン
及
び
そ
の
附
属
設
備
（
第
十

第
三
章

蒸
気
タ
ー
ビ
ン
及
び
そ
の
附
属
設
備
（
第
十

二
条
―
第
十
七
条
）

二
条
―
第
十
七
条
）

第
四
章

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
及
び
そ
の
附
属
設
備
（
第
十

第
四
章

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
及
び
そ
の
附
属
設
備
（
第
十

八
条
―
第
二
十
三
条
の
二
）

八
条
―
第
二
十
三
条
の
二
）

第
五
章

内
燃
機
関
及
び
そ
の
附
属
設
備
（
第
二
十
四

第
五
章

内
燃
機
関
及
び
そ
の
附
属
設
備
（
第
二
十
四

条
―
第
二
十
九
条
の
二
）

条
―
第
二
十
九
条
の
二
）

第
六
章

燃
料
電
池
設
備
（
第
三
十
条
―
第
三
十
六
条

第
六
章

燃
料
電
池
設
備
（
第
三
十
条
―
第
三
十
六
条

の
二
）

の
二
）

第
七
章

液
化
ガ
ス
設
備
（
第
三
十
七
条
―
第
五
十
四

第
七
章

液
化
ガ
ス
設
備
（
第
三
十
七
条
―
第
五
十
四

条
）

条
）

第
八
章

ガ
ス
化
炉
設
備
（
第
五
十
五
条
―
第
六
十
八

第
八
章

ガ
ス
化
炉
設
備
（
第
五
十
五
条
―
第
六
十
八
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条
）

条
）

第
八
章
の
二

バ
イ
オ
マ
ス
燃
料
設
備
（
第
六
十
八
条

第
八
章
の
二

バ
イ
オ
マ
ス
発
電
設
備
（
第
六
十
八
条

の
二
―
第
六
十
八
条
の
六
）

の
二
）

第
九
章

可
燃
性
の
廃
棄
物
を
主
な
原
材
料
と
し
て
固

第
九
章

可
燃
性
の
廃
棄
物
を
主
な
原
材
料
と
し
て
固

形
化
し
た
燃
料
の
貯
蔵
設
備
（
第
六
十
九
条

形
化
し
た
燃
料
の
貯
蔵
設
備
（
第
六
十
九
条

―
第
七
十
三
条
）

―
第
七
十
三
条
）

第
九
章
の
二

ス
タ
ー
リ
ン
グ
エ
ン
ジ
ン
及
び
そ
の
附

第
九
章
の
二

ス
タ
ー
リ
ン
グ
エ
ン
ジ
ン
及
び
そ
の
附

属
設
備
（
第
七
十
三
条
の
二
―
第
七
十

属
設
備
（
第
七
十
三
条
の
二
―
第
七
十

三
条
の
六
）

三
条
の
六
）

第
十
章

溶
接
部
（
第
七
十
四
条
）

第
十
章

溶
接
部
（
第
七
十
四
条
）

第
十
一
章

雑
則
（
第
七
十
五
条
）

第
十
一
章

雑
則
（
第
七
十
五
条
）

附
則

附
則
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第
八
章
の
二

バ
イ
オ
マ
ス
燃
料
設
備

第
八
章
の
二

バ
イ
オ
マ
ス
発
電
設
備

（
バ
イ
オ
ガ
ス
発
電
設
備
の
燃
料
設
備
の
技
術
基
準
）

（
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
設
備
の
技
術
基
準
）

第
六
十
八
条
の
二

バ
イ
オ
ガ
ス
発
電
設
備
（
バ
イ
オ
マ

第
六
十
八
条
の
二

バ
イ
オ
マ
ス
発
電
設
備
（
バ
イ
オ
マ

ス
（
動
植
物
に
由
来
す
る
有
機
物
で
あ
っ
て
エ
ネ
ル
ギ

ス
燃
料
（
動
植
物
に
由
来
す
る
有
機
物
で
あ
っ
て
エ
ネ

ー
源
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
原
油
、

ル
ギ
ー
源
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
原

石
油
ガ
ス
、
可
燃
性
天
然
ガ
ス
及
び
石
炭
並
び
に
こ
れ

油
、
石
油
ガ
ス
、
可
燃
性
天
然
ガ
ス
及
び
石
炭
並
び
に

ら
か
ら
製
造
さ
れ
る
製
品
を
除
く
。
）
を
い
う
。
次
条

こ
れ
ら
か
ら
製
造
さ
れ
る
製
品
を
除
く
。
）
）
を
加
熱

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
原
材
料
と
す
る
燃
料
を
加
熱
、

、
発
酵
そ
の
他
の
処
理
に
よ
り
ガ
ス
を
発
生
さ
せ
、
当

発
酵
そ
の
他
の
処
理
に
よ
り
ガ
ス
を
発
生
さ
せ
、
当
該

該
ガ
ス
を
発
電
の
用
に
供
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
一
日

ガ
ス
を
発
電
の
用
に
供
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
一
日
の

の
ガ
ス
発
生
能
力
が
標
準
状
態
（
温
度
零
度
及
び
圧
力

ガ
ス
発
生
能
力
が
標
準
状
態
（
温
度
零
度
及
び
圧
力
一

一
〇
一
・
三
二
五
〇
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
の
状
態
を
い
う
。

〇
一
・
三
二
五
〇
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
の
状
態
を
い
う
。
）

）
に
お
い
て
三
百
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
ガ
ス
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に
お
い
て
三
百
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
ガ
ス
の

の
圧
力
が
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
未
満
（
ゲ
ー
ジ
圧
力

圧
力
が
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
未
満
（
ゲ
ー
ジ
圧
力
を

を
い
う
。
）
の
も
の
（
第
八
章
ガ
ス
化
炉
設
備
は
除

い
う
。
）
の
も
の
（
第
八
章
ガ
ス
化
炉
設
備
は
除
く
。

く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
技
術
基
準
に
つ
い

）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
燃
料
設
備
の
技
術
基
準

て
は
、
ガ
ス
工
作
物
の
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令

に
つ
い
て
は
、
ガ
ス
工
作
物
の
技
術
上
の
基
準
を
定
め

（
平
成
十
二
年
通
商
産
業
省
令
第
百
一
号
）
第
六
条
（

る
省
令
（
平
成
十
二
年
通
商
産
業
省
令
第
百
一
号
）
第

第
二
項
、
第
三
項
、
第
七
項
及
び
第
八
項
を
除
く
。
）

六
条
（
第
二
項
、
第
三
項
、
第
七
項
及
び
第
八
項
を
除

、
第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
第
十
三
条
（
第
四
項

く
。
）
、
第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
第
十
三
条
（

を
除
く
。
）
、
第
十
四
条
（
第
三
号
イ
及
び
ロ
、
第
四

第
四
項
を
除
く
。
）
、
第
十
四
条
（
第
三
号
イ
及
び
ロ

号
、
第
九
号
並
び
に
第
十
号
を
除
く
。
）
、
第
十
五
条

、
第
四
号
、
第
九
号
並
び
に
第
十
号
を
除
く
。
）
、
第

（
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
八

十
五
条
（
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で

号
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
、
第
二
項
第
二
号
及
び
第

、
第
八
号
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
、
第
二
項
第
二
号

四
号
並
び
に
第
四
項
を
除
く
。
）
、
第
十
六
条
第
一
項

及
び
第
四
号
並
び
に
第
四
項
を
除
く
。
）
、
第
十
六
条

、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
十
九
条
、
第
二
十
条
第
一
項
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第
一
項
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
十
九
条
、
第
二
十
条

、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
五
条
、
第
二

第
一
項
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
五
条

十
六
条
、
第
二
十
七
条
第
一
項
、
第
三
十
条
、
第
三
十

、
第
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
第
一
項
、
第
三
十
条
、

二
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
、
第
四
十
三
条
第
二
項
、

第
三
十
二
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
、
第
四
十
三
条
第

第
四
十
六
条
か
ら
第
四
十
八
条
ま
で
、
第
五
十
一
条
（

二
項
、
第
四
十
六
条
か
ら
第
四
十
八
条
ま
で
、
第
五
十

第
一
項
の
表
（
１
）
、
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項

一
条
（
第
一
項
の
表
（
１
）
、
第
二
項
、
第
三
項
及
び

第
二
号
を
除
く
。
）
、
第
五
十
三
条
及
び
第
五
十
五
条

第
四
項
第
二
号
を
除
く
。
）
、
第
五
十
三
条
及
び
第
五

の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
省
令

十
五
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

の
規
定
中
「
ガ
ス
工
作
物
」
と
あ
る
の
は
「
電
気
工
作

同
省
令
の
規
定
中
「
ガ
ス
工
作
物
」
と
あ
る
の
は
「
電

物
」
と
、
「
ガ
ス
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
電
気
工
作

気
工
作
物
」
と
、
「
ガ
ス
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
電

物
を
設
置
す
る
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。
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２

バ
イ
オ
ガ
ス
発
電
設
備
に
は
、
そ
の
規
模
に
応
じ
て

２

バ
イ
オ
マ
ス
発
電
設
備
に
は
、
そ
の
規
模
に
応
じ
て

適
切
な
防
消
火
設
備
を
適
切
な
箇
所
に
設
け
な
け
れ
ば

適
切
な
防
消
火
設
備
を
適
切
な
箇
所
に
設
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

（
粉
じ
ん
の
除
去
）

第
六
十
八
条
の
三

木
質
バ
イ
オ
マ
ス
等
発
電
設
備
（
木

［
新
設
］

質
バ
イ
オ
マ
ス
（
バ
イ
オ
マ
ス
の
う
ち
木
竹
に
由
来
す

る
も
の
を
い
う
。
）
又
は
農
産
物
の
収
穫
に
伴
っ
て
生

じ
る
バ
イ
オ
マ
ス
（
当
該
農
産
物
に
由
来
す
る
も
の
に

限
る
。
）
の
う
ち
固
体
で
あ
る
も
の
（
以
下
「
木
質
バ

イ
オ
マ
ス
等
固
体
燃
料
」
と
い
う
。
）
を
発
電
の
用
に

供
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
属
す
る
木
質
バ
イ
オ
マ
ス

等
固
体
燃
料
の
受
入
設
備
（
以
下
「
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
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等
固
体
燃
料
の
受
入
設
備
」
と
い
う
。
）
、
運
搬
設
備

（
以
下
「
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
等
固
体
燃
料
の
運
搬
設
備

」
と
い
う
。
）
及
び
貯
蔵
設
備
（
以
下
「
木
質
バ
イ
オ

マ
ス
等
固
体
燃
料
の
貯
蔵
設
備
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ

て
は
、
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
等
固
体
燃
料
か
ら
発
生
す
る

粉
じ
ん
に
つ
い
て
、
爆
発
又
は
火
災
の
発
生
を
防
止
で

き
る
程
度
に
堆
積
、
飛
散
又
は
浮
遊
し
な
い
状
態
を
維

持
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
等
固
体
燃
料
か
ら
粉

じ
ん
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

（
異
物
の
除
去
）
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第
六
十
八
条
の
四

木
質
バ
イ
オ
マ
ス
等
固
体
燃
料
の
受

［
新
設
］

入
設
備
又
は
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
等
固
体
燃
料
の
運
搬
設

備
の
い
ず
れ
か
に
つ
い
て
は
、
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
等
固

体
燃
料
に
混
入
す
る
異
物
と
当
該
運
搬
設
備
と
の
接
触

に
よ
る
異
常
な
摩
擦
熱
若
し
く
は
火
花
の
発
生
を
原
因

と
す
る
爆
発
又
は
火
災
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
、
当

該
異
物
を
除
去
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
等
固
体

燃
料
に
異
物
が
混
入
す
る
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

（
異
常
な
摩
擦
熱
等
の
対
策
）

第
六
十
八
条
の
五

木
質
バ
イ
オ
マ
ス
等
固
体
燃
料
の
運

［
新
設
］
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搬
設
備
に
あ
っ
て
は
、
当
該
設
備
の
摺
動
若
し
く
は
接

触
に
よ
る
異
常
な
摩
擦
熱
若
し
く
は
火
花
の
発
生
を
原

因
と
す
る
爆
発
又
は
火
災
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の

適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

設
備
の
摺
動
若
し
く
は
接
触
に
よ
る
異
常
な
摩
擦
熱
又

は
火
花
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

（
発
酵
等
に
よ
る
異
常
な
発
熱
等
の
対
策
）

第
六
十
八
条
の
六

木
質
バ
イ
オ
マ
ス
等
固
体
燃
料
の
貯

［
新
設
］

蔵
設
備
に
あ
っ
て
は
、
燃
料
の
性
質
等
に
応
じ
て
、
木

質
バ
イ
オ
マ
ス
等
固
体
燃
料
の
発
酵
、
化
学
反
応
そ
の

他
の
事
象
に
よ
る
異
常
な
発
熱
若
し
く
は
可
燃
性
の
ガ
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ス
の
発
生
を
原
因
と
す
る
爆
発
又
は
火
災
の
発
生
を
防

止
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
発
酵
、
化
学
反
応
そ
の
他
の
事
象
に
よ

っ
て
、
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
等
固
体
燃
料
が
異
常
に
発
熱

し
、
又
は
可
燃
性
の
ガ
ス
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
な
い

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

備
考

表
中
の
［

］
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）
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２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
、
又
は
設
置
の
た
め
の
工
事
に
着
手
し
て
い
る
第
六
十
八
条
の
三
に
規
定
す
る
木

質
バ
イ
オ
マ
ス
等
発
電
設
備
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


